
信濃川水系（信濃川下流）における
流域治水の取組状況

資料－３



水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会における取り組み

1

平成16年・23年の新潟・福島豪雨の教訓と流域特性を踏まえ、水害に強い信
濃川下流域づくりを推進する中で、大規模水害に対し、関係機関がさらに連携・
切磋琢磨して、『適時的確な避難』 『氾濫被害の最小化』 を目標とする。

５か年間（平成28年～令和2年）で達成すべき目標

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえた大規模減災対策に取り組むため、信濃
川下流の地形的特徴や被害状況、現状の取組状況の共有を図るとともに、主な水防災
上の課題をとりまとめた。
○ 円滑かつ迅速な避難や水防活動の実施、氾濫水の排水等の対策を実施することで、
各構成員が連携して平成32年度（令和２年度）までに達成すべき減災目標は以下のとお
りとして取り組んでいる。

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく信濃川下流域の減災
に係る取組方針



洪水を河川内で安全に流す対策（河道掘削）

信濃川下流域の減災に係る取組方針
ハード対策の主な取組事例

１．洪水を河川内で安全に流す対策
２．流出抑制対策
３．内水対策
４．土砂・洪水氾濫への対策
５．避難行動、水防活動、排水活動に関する基盤等の整備
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洪水を河川内で安全に流す対策（河道掘削事例）

○ 信濃川下流の国管理区域においては、平成２３年７月新潟・福島豪雨による洪水と同規模の洪水を
安全に流すため、河道掘削を実施。

○ 令和２年までに山島新田地区、大島地区などの河道掘削を完了。

北陸地方整備局

山島新田地区（H27～R1完了） 栗林・大島地区（H28～R2.10完了予定）
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洪水を河川内で安全に流す対策（堤防整備・河道掘削事例）

○新潟県の取り組みとして、中ノ口川の築堤、河道掘削を実施。
・H23出水対応として、計画堤防高不足区間の暫定嵩上げ（越水対策）、完成形による築堤（漏水対策）、
及び河道掘削（水位低下対策）を実施中。 暫定嵩上げは概ね完了。
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新潟県土木部



洪水を河川内で安全に流す対策（河道掘削・樹木伐採事例）

○信濃川下流の国管理区域においては、洪水等で発生した土砂堆積箇所の掘削や樹木伐採を行うこと
で、災害発生を未然に防ぐための予防保全対策を実施。

北陸地方整備局
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下流河道への負担を軽減する対策（ダム・遊水地の整備事例）

○平成23年7月新潟・福島豪雨を受け、五十嵐川において、信濃川本川との本支川バランス、刈谷田川
との治水安全度のバランスを考え、五十嵐川の河川整備のほか、笠堀ダム嵩上げ、五十嵐川遊水地
の整備を実施し、平成29年度完成。

笠堀ダム嵩上げ

・H=4mの嵩上げ、
2m腹付けを実施。

・洪水調節容量180万
m3を増強

笠堀ダム 試験湛水時（H29.12.3撮影）

五十嵐川遊水地

・面積約40ha
・貯水容量180万m3
を整備

笠堀ダムの嵩上げにより、洪水調節容量を増加させ、
下流河道への負担を軽減

五十嵐川の渡瀬橋上流に遊水地を設置し、一定
規模以上の洪水を貯留させ、下流河道への負担
を軽減

五十嵐川遊水地断面図

五十嵐川遊水地（H29.12.10撮影）

笠堀ダム横断図
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内水対策（雨水排水ポンプ整備事例）

■排水区における対策
・新たなポンプ場の整備による排水機能の確保
計画排水量：１０．８m3/s
降雨強度：４０mm/h（７年確率）

山田雨水ポンプ場

凡例
浸水範囲（平成10年8月4日）

○当該施設に流入する黒崎山田排水区は、信濃川に隣接した地域で、河川の水面の高さより低い土地
が多く、雨水排水はポンプを用いて強制排水を行っている。平成10年8月4日に新潟市では観測史上最
大の降雨（97mm/h）が降り、その際は多くの床上・床下浸水が発生しました。この水害に対応するため新
たなポンプ場整備を行い、当該排水区の浸水被害の軽減を図る。

新潟市

H10.8.4大雨

にいがた こうなん

新潟市江南区

ポンプ場新設整備
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内水対策（排水ポンプの耐水化事例）

○北陸農政局では、更新を含めた事業化が計画される排水機場については耐水対策を検討することと
している。

○二級河川新川水系木山川から新川へ排水する旧木山川排水機場（第１排水機場）につきましては、
平成27年度より更新工事を進め平成30年度より運用を開始。
○低平地であるため、浸水被害発生時に機場の浸水被害を防止し、速やかな復旧につなげる必要が
あり、更新機場においてはハザードマップに基づき浸水想定水位以下に開口部を設けない設計とした。

【主な耐水化対策】
○建屋の腰壁を地盤より１ｍ程度の高さまで設け、出入口を腰壁上部に設置、出入口前後に階段。
また、搬入口には水の浸入を防止するため角落としゲートを常時設置し、車両通行時はこれを抜去。
○電気室の床面を腰壁まで上げる。

旧木山川排水機場 建屋 旧木山川排水機場 搬入口

北陸農政局
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内水対策（新潟県：田んぼダムの活用事例）

○県内の田んぼダム取組面積は年々拡大し、R1年度で15市町村で約15千ha。
○田んぼダムは、地域でできる自主防災の一つとして取組まれており、大雨や洪水時の浸水被害軽減
に寄与。
○田んぼダムに取組む多くの地域は、地域共同の農地、農業用施設等の保全管理活動を支援する
多面的機能支払を活用して取組を実施。

新潟県農地部
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土砂・洪水氾濫への対策（砂防堰堤の改築事例）

○新潟県の取り組みとして、矢川の砂防堰堤改築を実施。

●砂防堰堤の改築（矢川）【弥彦村麗地内】

・平成30年７月豪雨などによる被害を
考慮し、既設砂防堰堤を改築する。

既設堰堤の改築

これにより、
確実な土砂流出の防止等が見込める。

既設堰堤の改築鋼製スリット設置

鋼製スリット設置

新潟県土木部
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避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備（防災情報提供設備設置事例）

○新潟県では、危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラの設置を推進し、また河川防災情報シス
テムの改良を実施している。

新潟県土木部



12

避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備（水防工法の新技術事例）

○信濃川下流水防訓練において、新技術の水のう工法、鋼製枠釜段工法を活用し、効率化、省力化が
図られるとともに、速やかに設置することができる水防工法の共有を図った。

北陸地方整備局
【実施概要】平成３０年度信濃川下流水防訓練で水のう工法、鋼製枠釜段工法訓練実施

水のう工法実演中

水のう工法説明中

鋼製枠釜段工法
実演中

鋼製枠釜段工法
説明中

水のう工法は水を入れることで容易
に設置可能な土のう積工法の代替
えとなる工法であり効率化、省力化
が期待される。

鋼製枠釜段工法は組み立て式の鋼
製枠に防水シートを組み合わせ釜段
工を容易に設置できる。漏水の可能
性がある危険個所への対策が速や
かに出来る。

一般社団法人リバーテクノ研究会の
協力をいただき実施しました。

実施予定
水のう工法



洪水を河川内で安全に流す対策（河道掘削）

信濃川下流域の減災に係る取組方針
ソフト対策の主な取組事例

１．情報伝達、避難計画等に関する取組
２．平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組
３．水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組
４．流域対策に関する取組
５．要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組
６．排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施
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情報伝達、避難計画等に関する取組（防災情報の充実事例）

○三条市では、中小河川に係る避難情報発令基準、浸水警戒情報発信の基準を設定した。

三条市
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情報伝達、避難計画等に関する取組（想定最大規模の洪水浸水想定区域図の作成・公表事例）

○新潟県では、想定最大規模の洪水浸水想定区域図の作成・公表を順次実施。

●想定最大規模の洪水浸水想定区域図の作成・公表

令和２年度内に公表を予定としている河川（圏域内11河川）

令和２年３月までに公表している河川（圏域内20河川 ☆が洪水予報河川及び水位周知河川）

・水防法第14条に基づく、洪水予報河川及び水位周知河川における洪水浸水想定区域図の
公表が完了。（平成30年11月20日公表 県内35河川、うち信濃川下流圏域８河川）
・今後もリスク情報の空白地帯の解消に向けて浸水想定区域図の公表を実施する。

中ノ口川 ☆ 小阿賀野川 ☆ 能代川 ☆ 加茂川 ☆

下条川 ☆ 五十嵐川 ☆ 刈谷田川 ☆ 猿橋川 ☆

荻曽根川 滝谷川 大正川 布施谷川

鹿熊川 塩谷川 稲葉川 東大通川

牧川 五社川 才歩川 山田川

通船川 栗ノ木川 鳥屋野潟 鳥屋野潟放水路

新川 広通川 西山川 木山川

大通川 大通川放水路 飛落川

新潟県土木部
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新潟市では河川管理者が公表した想定最大規模降雨時（Ｌ２）の浸水想定を踏まえ、平成３０

年３月に新たな洪水ハザードマップ（ＨＭ）を作成し市ホームページ（ＨＰ）に掲載しました。

また、国の新たな指針に基づき県から津波浸水想定が公表されたことに伴い、津波ＨＭを作成

し８月に市ＨＰに公表しました。

これらのＨＭと既存のＨＭを中学校区ごとにまとめた冊子を平成３１年３月末までに全戸配布

しました。

【総合ＨＭ】・掲載内容：洪水・土砂災害、津波、浸水、ため池の各ＨＭ、

避難所一覧、避難情報伝達手段、災害時の心得

・配布範囲：市内を５６中学校区に分けて全戸配布。

総
合
Ｈ
Ｍ

【従来のハザードマップ】

【種類】洪水
【作成想定】計画規模降雨

（L1：約100年に一度の大雨）
【作成単位】各区ごと
【掲載情報】
洪水HM、避難所情報

【新たなハザードマップ】

【種類】総合
（洪水、土砂災害、津波、浸水、ため池）

【作成想定】想定最大規模降雨
（L2：約1000年に一度の大雨）

【作成単位】中学校区ごと
【掲載情報】
避難所情報に加え、
①防災に関する啓発

②避難情報の伝達・入手方法等
を追加

・新想定を反映
・より見やすく
・より使いやすく

○推進協議会会員7市１町１村全てで、想定最大規模のハザードマップを作成し、公表周知を実施。

情報伝達、避難計画等に関する取組（想定最大規模ハザードマップの作成・公表・周知事例）

新潟市



17

○関係機関との連携等を含んだタイムラインの策定。

情報伝達、避難計画等に関する取組（想定最大規模ハザードマップの作成・公表・周知事例）
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-120 -120 台風の発生
警報級の大雨の恐れ

-96 -96 台風・前線による日本
への影響の可能性

-72 -72 台風・前線による北陸
地方への影響の可能性

-48 -48
● ■ □

-48
気象情報の共有 大雨が予想される気象情報を職員間で共有 ◎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

-48
役割分担の確認 各部署の業務の役割分担を再確認 ◎○

-36 -36

大雨担当職員の配置 大雨警報または時間雨量20mmが予想された場合、大雨当番の職員を配置 ● ■ ◎ ○ △ △ △

-36
防災情報の収集・分析 県、気象庁、気象会社から気象・河川情報を収集し、今後の天候等を予測 ● ■ □ ◎○ ○ △ △ ○

-36
防災情報の共有 収集した防災情報を各部署に伝達、情報共有 ◎○

-24 -24
公共施設及び設備の点検 各部署が所管する公共施設・設備の点検を行い、安全を確認 ◎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

-24
災害危険箇所の把握 土砂災害警戒区域図、ハザードマップ、過去の事例から災害が予想される箇所

をピックアップ
◎ ○ ○ ○ △ △ △

-24
保育園、小中学校の休園・休校 保育園、小中学校の休園・休校を検討し、保護者へ連絡 ◎○ ◎○

-24
イベントの中止 当日に予定しているイベントの中止を検討 ◎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

-12 -12 警戒体制

１次配備、パトロール実施
水害時の非常配備基準に基づき、１次配備体制をとる。災害が予想される地域
を中心にパトロールを実施

● ■ □ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

-12
かけつけ要員配備 大雨時に浸水しやすい地域に予め定めた職員を配置し、交通規制を実施 ◎ ○ ○ △ △

-12
避難所の開設準備 解説する避難所を決め、担当職員を準備 ◎ ○ ○

-12
河川、ダム等の情報収集

刈谷田川の水位、刈谷田川ダムの流量調節状況、遊水地の水位等のデータを注
視

◎ ○ ○ ○ △ △ △

-8 -12～-6

２次配備、警戒本部設置 水害時の非常配備基準に基づき、警戒本部を設置し、配備要員を招集 ● ■ □ ◎○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

-8
災害時要支援者の対応 災害時避難行動要支援者名簿の確認、見回り体制の準備 ○ ◎○ △

3時間雨量：
80mm以上

3時間雨量：
90mm以上

本明：24.39m
（堤防高28.94m）
大堰 ：18.11m
（堤防高：21.84m）（は
ん濫注意水位）【氾濫注
意情報】

無調節操作に入り放流
量が70㎥/s以上になっ
たとき 災害対策本部

設置

警戒
レベル2

災害対策本部
設置

３次配備、災害対策本部設置 水害時の非常配備基準に基づき、災害対策本部を設置し、全職員を招集 ● ■ □ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

-6 -6 避難所開設 対象避難所の開設を指示、各避難所に職員を配置 ◎ ○ ○

-6

避難準備・高齢者等避難開始の発令
水害時の非常配備基準及び土砂災害警戒体制の基準に基づき、避難準備・高齢
者等避難開始を発令

■ ● ● ● ● ● ● ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

-6
住民に避難情報を伝達 サイレン、メール、FAX、広報車等の複数媒体により、市民に避難情報を伝達 ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○

-6 消防団の出動を要請 市の水防計画に基づき、警戒防御のための消防団員の出動を要請 ○ ◎ ○ △ △

-6
民生委員の見回りを依頼 災害時避難行動要支援者の未同意名簿を開封し、民生委員に見回りを依頼 ○ ○ ◎ △

-4 -4 警戒
レベル3 避難勧告の発令 水害時の非常配備基準及び土砂災害警戒体制の基準に基づき、避難勧告を発令 ● ■ □ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

-4

住民に避難情報を伝達 サイレン、メール、FAX、広報車等の複数媒体により、市民に避難情報を伝達 ■ ● ● ● ● ● ● ○ ● ◎ ○ ○ ○

-2 -2

【氾濫危険情報】

避難指示（緊急）の発令 水害時の非常配備基準及び土砂災害警戒体制の基準に基づき、避難指示（緊
急）を発令

● ■ □ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

-2

住民に避難情報を伝達 サイレン、メール、FAX、広報車等の複数媒体により、市民に避難情報を伝達 ■ ● ● ● ● ● ● ○ ● ◎ ○ ○ ○

-1 -1
消防団の退避 消防団へ退避を連絡 ○ ○ ◎

-0.5 直前 逃げ遅れた人の
緊急避難

緊急避難 逃げ遅れた人の緊急避難・誘導 ○ ◎ ○

0
0 ● ■

1 直後
関係機関への

派遣要請
関係機関(自衛隊)の派遣要請を検討 自衛隊へ救助要請、排水ポンプ車の派遣要請を検討 ■ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○

1
関係機関(リエゾン)の派遣要請を検討 リエゾン派遣要請 ■ ● ● ● ● ● ● ◎ ○

1

被災情報の共有
被災状況を各部署、関係機関に伝達、情報共有（以降、浸水、排水の状況変化
毎に随時）

■ ● ● ● ● ● ● ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

1
排水ポンプ車の借上を検討 水はけの悪い地域に排水ポンプ車の設置を検討 ■ ● ● ● ● ○ ◎○ ◎○ ◎○ ○ ○

3 3
排水ポンプ車、排水ポンプの設置 水はけの悪い地域に排水ポンプ車を配備 （排水作業） ○ ◎○ ◎○ ◎○ ○ ○

3
応急対策、避難所の運営 被災者支援のための応急対策や避難所の運営を実施 ○ ○ ◎ ○ △

6 6

道路啓開 道路啓開 道路啓開（排水状況に応じて逐次） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◎○ ○

6
建物等の被害調査開始 建物等の被害調査開始 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6
排水後、浸水地域の消毒 浸水した地域に消毒剤を配布 ◎ ○ △

12 12 協定機関への
協定要請

協定機関への協定要請 行政機関、民間企業等との協定事項の要請 ◎

12 12 災害ボランティア
センター立上げ 災害ボランティアセンター立上げ 災害ボランティアセンターを開設 ◎ ○

24 24
災害で発生したごみ等を回収 ◎ ○ ○

24
ごみ等を回収状況情報提供 ◎ ○ ○

48 数日後
氾濫水の排水 ◆ ◆ ◆ ◎○ ○

48
道路施設の復旧作業（以降、排水状況に応じて逐次） ◆ ◆ ◆ ◆ ◎○ ○

48
広域応援要員の受入れ ◆ ◆ ◆ ◎○ ○ ○

48
ライフライン施設復旧 ◆ ◆ ◎ ○

48
広域応援要員の受入れ ◆ ◆ ◆ ◎○ ○ ○

48
被災及びり災証明発行 ◎ ○

48
住宅の応急修理計画 ◆ ◆ ◎○ ○

48
災害危険区域設定・災害復旧事業の検討 ◆ ◆ ◆ ◎○ ○

72
地域経済再建・生活再建計画 ◆ ◆ ◎○

72
生活再建支援金の支給 ◆ ◆ ◎○ ○

72
地域活動の再建支援（人員派遣） ◆ ◆ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

72
復興瓦版作成・配布 ◎○ ○

100 数週間
後 継続的復旧対応 復興瓦版作成・配布 ◎○ ○

地域再建支援

連携

連携

連携

ライフライン復旧支援

連携

連携

連携

排水作業

道路復旧通行
可能情報の

共有

被害調査の
実施

関係する各部課で対応

災害ごみ等の
収集

災害ごみ等の収集

連携

連携

生活
産業
地域

復旧

住宅再建支援
連携

連携

経済再建支援

道路復旧、
ライフライン

復旧

道路復旧

避難指示
(緊急)の発

令の
周知

【氾濫発生情報】
氾濫発生

情報

要請
（依頼）

要請

避難勧告の発令基準を
基に、災害が発生し又
は発生するおそれがあ
り、住民を避難させる
必要性が非常に高いと
市長が判断したとき

避難指示
（緊急）の

発令

第3次
配備

警戒
レベル4
（警戒
レベル
5）

氾濫危険
情報

3時間雨量：
100mm以上

3時間雨量：
130mm以上

本明：26.06m
（堤防高：28.94m）大
堰：19.01m
（堤防高：21.84m）（避
難判断水位）
【氾濫警戒情報】

避難勧告の
発令

第3次
配備

氾濫警戒
情報

避難勧告の
発令の周知

第3次
配備

氾濫注意
情報

3時間雨量：
90mm以上

3時間雨量：
100mm以上

本明：24.39m
（堤防高：28.94m）
大堰 ：18.11m
（堤防高：21.84m）
（はん濫注意水位）
【氾濫注意情報】

避難準備・
高齢者等
避難開始の
発令

避難準備・高
齢者等避難開
始の発令の

周知

警戒本部設置 水位、予想
水位等通知

水位、予想
水位等通知

3時間雨量：
60mm以上

本明：23.36m
（河川敷高：2.34m）
（堤防高：28.94m）
大堰 ：16.72m
（河川敷高：6.02m）
（堤防高：21.84m）

水位：49.72m
（はん濫注意水位）
【氾濫注意情報】

流域に強雨が続き、無
調節操作の予告連絡が
入ったとき

警戒本部設置

第2次
配備

警戒
レベル1

公共施設、危
険箇所の点検

1時間雨量：
20mm以上
又は
3時間雨量：
40mm以上

本明：22.34m
（水防団待機水位：23.36m）

（堤防高：28.94m）

大堰：16.02m
（水防団待機水位：16.72m）

（堤防高：21.84m）

水位：49.22m
（水防団待機水位：
49.22m）

流域に強雨が続き、
洪水警戒体制に入っ
たとき

市内での浸水が確認
され気象情報等によ
り降雨が続くと予測
されるとき
（かけつけ要員
配備）

第1次
配備

警戒
レベル1

大雨警報又は洪水警報
発令

1時間に20mm
以上の雨量が
予測、30分以
内の降雨量が
10mmに達した
場合

元町ポンプ通報、
アクセスアンダー、
国道8号（芝野～今町）
アンダーポンプ通報、
市民からの通報 水害対応準備の

開始

警戒準備体制

△ △ ○

水位、予想
水位等通知

水位、予想
水位等通知台風・前線の新潟県

への接近

警
察
署

北
陸
地
方
整
備
局

新
潟
県

気
象
会
社

(

ウ
ェ

ザ
ー

ニ
ュ
ー

ズ

)

報
道
等

情報の収集・
役割の確認

大雨情報の収集、役割を再確認 大雨が予想される場合の気象予測の収集・分析と各部署の役割分担を確認 ◎○

総
務
部

民
生
部

産
業
部

ガ
ス
上
下
水
道
部

教
育
部

消
防
本
部

対
策
本
部
（

事
務
局
）

新
潟
県
警
（

警
察
署
）

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
事
業
者

(

東
北
電
力
・
N
T
T

　
　
ガ
ス
下
水
道
水
道
局

　
　
　
　
　
・
交
通
機
関

)

気
象
会
社

 
 

(

ウ
エ
ザ
ー

ニ
ュ
ー

ズ

)

報
道
機
関

河
川
管
理
者
（

国
・
県
）

道
路
管
理
者
（

国
・
県
）

新
潟
県
（

防
災
担
当
）

新
潟
県
（

長
岡
地
域
振
興
局
）

見附市役割分担 関係機関

目
安
の
時
刻

気
象
情
報
・
予
警
報

雨量
水位

（水位到達情報）
【洪水予報】

そ
の
他

(

市
内
の
状
況
等

)

気象状況等 見附市体制

見
附
市

(

災
害
対
策
本
部

)

行
動
項
目
（

基
本
）

配
備
体
制

警
戒
レ
ベ
ル

体
制

行
動
項
目

行
動
内
容

連携協力者

◎：意思決定

○：実施部署

△：助言機関

情報共有体制
■：発信者１、□：発信者２（１，２は優先先順位を示す。）

●：受信者１、○：受信者２（１，２は優先先順位を示す。）

◆：発災後の情報共有（連携先）

▼市と関係機関との連携等に関して整理し、一体となったタイムラインを作成
（既存タイムラインの発展）

▼連携協力者
・河川管理者（国・県）
・道路管理者（国・県）
・警察
・ライフライン事業者（東北電力・
ＮＴＴ・ガス下水道水道局・交通
機関）等の機関との連携につい
ても包含

▼大規模災害時には、市と関係機関（ライフライン企業、交通機関、警察、消防など）が一体と
なって対応にあたる事が早期復旧のためには重要

気
象
状
況
等

見
附
市
の
体
制

他
機
関
と
の
連
携

見
附
市
・
関
係
機
関
の
役
割
分
担
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情報伝達、避難計画等に関する取組（地域防災計画改定支援の実施事例）

○新潟地方気象台では、県内全市町村の首長訪問を実施し、地域防災計画改定支援を実施。

県内全市町村への首長訪問実施と地域防災計画改定支援の実施
【実施概要】
・日 時：令和元年4月～8月
・内 容：3月の避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）改定を受けて、洪水警報の危険度分
布活用にむけた地域防災計画の改定支援を実施。

【台長による首長との懇談】
・避難勧告ガイドライン改定（危険度分布の活用）、ホットライン運用による支援などを台長
自らが首長に解説することでトップ間の連携強化と信頼関係の構築を促進した。

【防災担当者との打ち合わせ】
首長訪問に合わせて、さらに各市町村の防災担当者と気象台担当者で避難レベル導入に伴う、
流域雨量指数（危険度分布）の地域防災計画への反映についての改定支援を実施した。

2019.06.05新潟市 首長訪問 2019.07.08上越市 首長訪問 2019.07.22三条市 防災担当者打合せ

気象台
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情報伝達、避難計画等に関する取組（水防、防災訓練の実施事例）

○五泉市では水防訓練及び防災訓練を実施し、消防団等の防災力の向上、地域住民等の防災意識
の高揚を図り、関係機関との連携を強化。

【実施概要】

○水防訓練

・日時：令和元年6月2日（日） ・参加者：約240人

・訓練内容：シート張り工、改良積み土のう工、月の輪工、釜段工、積み土のう工

○防災訓練

・日時：令和元年6月9日（日） ・参加者：約660人 ・参加団体：30団体

・訓練内容：災害対策本部設置訓練、地域住民による避難訓練、災害情報広報訓練、

関係機関による炊き出し訓練、ヘリによる吊り下げ救出訓練 等

地域住民による避難訓練災害対策本部設置訓練 関係機関による炊き出し訓練

19

五泉市



平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（地域防災力向上のため人材育成事例）

○新潟県では、地域防災力の向上を図るため、防災リーダー等の育成を強化する。

20

新潟県防災局
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平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（共助の仕組みの強化事例）

○長岡市では、中越市民防災安全大学の修了者有志によって結成された「中越市民防災安全士
会」 ※1による、自主防災会等の防災活動に関する相談対応、及び、地域の防災訓練等への講師
派遣を実施し、災害時の地域の共助実施に繋がる自主防災活動の取組み等を支援する。
※1 中越市民防災安全士の有志が、地域の防災力強化、防災意識啓発の活動等を行うことを目的に結成。

現在、6つの専門部を設立し、活動を実施。
平成19年3月結成。令和2年3月31日現在の会員数＝183人。

【支援対象】
自主防災会・町内会等

【支援内容】
１ 防災よろず相談
・ながおか市民防災センターに、防災活動の相談窓口を設け、
自主防災会・町内会等の困り事・悩み事に対し、自主防災
活動に対する市の支援制度や他団体の活動事例の紹介、
取組みの進め方等の指導・助言を行う。

２ 地域への講師派遣
・自主防災会・町内会等が行う地域の防災訓練等に、中越市民防災
安全士を講師派遣し、防災に関する講話等を通じ、共助による災害への
備え等について、意識啓発や取組みへの指導・助言を行う。

【Ｒ１年度・支援実績】（Ｒ２．３．31現在）
・防災よろず相談 ・・・ 支援回数＝１０３回

活用団体数＝９３団体
・安全士講師派遣 ・・・ 支援回数＝１０７回

安全士派遣人数＝延べ２４２人
講師派遣：防災に関する講話

自主防災会

支援部
応急手当

普及部

無線部

広報部

災害

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部

女性部

６つの専門部

長岡市
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平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（小中学校等における水災害教育の実施事例）

○燕市の全15小学校において、児童や地区住民、保育園児を対象に防災教育を実施
(防災キャラバン)

【実施概要】

目的 近年多発する大規模災害の教訓から、児童・生徒に対する防災教育の重要性が叫ばれており、地震・風水害
から身を守るための自助意識を持ってもらうこと

講師 燕市総務部 防災主幹 十河 浩

対象 市内全15小学校の児童（対象学年は各学校の計画による）※2,9,12は地区住民・保育園児参加、
15は新型コロナの影響により中止

内容 各小学校の特性に応じた地震・風水害発生時の避難方法等の学習、学校が避難所になった場合のお話、
避難訓練等

日程 以下のとおり

今後の展開
・令和2年度は市内全中学校で実施予定 ※新型コロナの影響により日程は調整中
・地震、風水害から身を守るための自助及び共助の意識を持ってもらう

燕市
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平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（出前講座等を活用した水防災等に関する説明会の開催事例）

○五泉市では、自主防災組織の設立支援や防災活動の支援等を目的に、各町内会及び事業所に
おいて出前講座を実施【令和2年5月現在】

【実施概要】

・実施数：18回

・参加者：558名が参加

・内 容：自主防災組織設立に向けた支援及び活動支援

各町内会・事業所における防災学習等

＜参考＞H31.4～R2.5の間に新規設立した自主防災組織 4組織 約560世帯

防災出前講座（市内小学校）防災出前講座（市内小学校） 防災出前講座（町内会）

五泉市



平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（地域防災力の向上事例）

○田上町では、各地区の自主防災組織の方や防災士を中心に防災知識の維持、向上を目的とした
フォローアップ研修会を実施。

24

【実施概要】
日 時 令和元年６月３０日（日）午前９時００分～午後０時３０分
参 加 者 自主防災組織の方及び防災士（約４０名）
内 容 中越防災安全推進機構の河内氏を講師として招いて、大雨時の災害リスクを踏まえ

て、それぞれの地域においてどのような避難行動が適切なのか、災害発生時に逃げ
遅れが出ないような安否確認の体制づくりはどのようにしたら良いのかなどワーク
ショップを交えて行った。

田上町
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平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（共助の仕組みの強化事例）

○長岡市では、7.13水害や中越大震災など、災害経験による教訓を生かした「長岡市防災体制
強化の指針」等を踏まえ、地域の防災リーダーとなる「中越市民防災安全士」を育成するため、
平成18年度に『中越市民防災安全大学』を開校。

○「安全」や「防災」をテーマに、専門的な知識や災害時に役立つノウハウや実技を学ぶ市民
大学において、防災に関わる人材の裾野を広げ、地域の防災活動や災害時に活躍できる人材、
災害や防災の知識・教訓等を語り継げる人材を育成する。

○修了者を「中越市民防災安全士」として認定。修了者は、得た知識等を地元地域の自主防災
活動に活かしたり、任意で「中越市民防災安全士会」に入会し、さらに研鑽を積み、地域の
防災力強化、防災意識啓発の活動等を行う。

【学習のポイント】
➢ 中越大震災や東日本大震災の経験や教訓
➢ 災害のメカニズムなどの基礎知識
➢ 災害時の対応や平時からの防災対策
➢ 災害時における様々な防災関連団体の活動

※ 講師：防災の専門家、行政等の実務担当者、防災活動団体

【Ｒ１年度・実施状況】
・ 対象者 ：高校生以上
・ 日程等 ：５日間で計２０講座を実施
・ 受講状況：受講者４８人うち４２人が修了し、中越市民防災安全士に

認定。うち２０人が中越市民防災安全士会に入会。

※ Ｈ１８～Ｒ１年度の修了者数：６８０人

長岡市
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平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（水防災等に関する説明会の開催事例）

○加茂市では、加茂川水害から５０年が経過したことを機に、過去の水害の教訓をもとに次世代に伝承
するとともに、今年度作成・配布した「加茂市水害ハザードマップ」の説明を実施。また、新潟青陵大学
大学院・碓井教授より、災害時の心理状況や避難の心構えなどを講演していただいた。その他、当時
の写真を使用したパネル展も同時開催。

加茂市五十嵐副市長による
ハザードマップの説明

碓井教授による講演 ４４年加茂川洪水のパネル展

【実施概要】

実施日 令和元年８月３日（土） １４：００～１６：００

場 所 加茂市産業センター

参加者 加茂市民、近隣市町村住民など 約２００名

内 容 ・記録映像の放映（昭和４４年加茂川洪水の記録、復旧工事の状況など）

・加茂市洪水ハザードマップの説明

・特別講演 講師：新潟青陵大学大学院 碓井真史 教授（心理学）

加茂市



平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（水防災パンフレット作成事例）

○平成３０年３月に、浸水想定区域図や信濃川下流域情報共有プラットホーム等の情報を盛り込んだ
水防災パンフレット等を「水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会」として作成。

防災啓発パンフレット 防災啓発クリアファイル イベント時の周知活動
（信濃川感謝祭 やすらぎ堤川まつり）

令和元年５月３日～５日の配布数：約６００冊

・ 自分の居住している土地が海よりも低いことが分かった。
・ クリアファイルは、浸水深や浸水継続時間等、様々な情報が
確認出来る。

○配布時の感想

・ 防災訓練やイベント時に来場者への配布を継続実施。

○今後の取組み

○推進協議会として水防災啓発パンフレットを作成、会員各機関に配布

防災啓発クリアファイル
（浸水想定区域_信濃川下流） 27

会員各機関
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平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（共助の仕組みの強化事例）

○逃げない人を逃がす「避難インフルエンサー」の取り組み

・災害発生が迫っていても、「正常化の偏見」等によって最後まで逃げない人を逃がすため、
「最後の砦」として、声かけによって避難を促す人＝「避難インフルエンサー」を養成する。
・他の施策で得た「信頼する人からの声かけが行動変容を促す」との知見を活かした取り組み。

①水害時、垂直避難が適切でない町内で養成
・家屋倒壊等氾濫想定区域
・想定浸水深３ｍ以上の区域

②避難情報で声かけ
・自身が適切に、率先して避難

・周りに声をかけ、避難する姿勢を見せることで避難
を促す

③短時間で全世帯を回れるように人数を配置
・住宅が密集している町部と離れている農村部とに
分けて、かかる時間を想定
→500人程度の避難インフルエンサーが必要（世
帯数の10％程度の人数）

④地域で信頼を得ている人を選任
・区長や自主防災組織会長に選出を依頼
→市に登録してもらう

⑤避難インフルエンサーの養成
・自覚と防災意識の高さを維持するため、年に数回、
啓発広報紙を避難インフルエンサーに配布

見附市



29

平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（避難路・避難場所の安全対策の強化事例）

○生活空間である“まちなか”に水防災にかかる各種情報を標示する「まるごとまちごとハザードマップ」
の取組を推進。

弥彦村と信濃川河川事務所が協働で計画し、主に公共施設と集落等の施設にも
協力いただき、村内２４カ所に「想定浸水深」標識看板の設置を完了（平成29年3
月）しました。

【実施概要】
・住民が生活する地域の水害の危険性を常日頃から実感できるよう生活空間

に想定浸水深を表示するものであり、 村内各家庭に4月末に配布の「洪水・土砂
災害ハザードマップ」と併せて危険性を知っていただくことで、水害時には命を守る

ための住民の安全かつスムーズな避難行動に繋がることが期待されます。

弥彦保育園弥彦役場 児童バス停

弥彦村
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平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組（土砂災害の講習会及び警戒区域周知事例）

○新潟県では、土砂災害に関する講習会等を実施し、また土砂災害警戒区域等現地看板の設置を行っ
ている。

●土砂災害に関する行動計画策定の支援

●土砂災害警戒区域等現地看板の整備

土砂災害警戒区域等の表示（三条市）電柱添架看板（新潟市）

・土砂災害警戒区域等の現地看板を設置し、危険箇所を周知

・NPO法人等と協力し、要配慮者利用施設や地域で土砂災害に関する講習会等を実施

新潟県土木部



水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組（水防訓練の実施事例）

31

令和元年 信濃川下流水防訓練
○参加機関
新潟県新潟地域振興局、三条地域

振興局、新潟市、三条市、加茂市、田
上町、燕市、災害応急対策協定業者、
信濃川下流河川事務所

○参加人数
総数308名
（水防団・消防機関241名、行政機関67名）

○主 催
三条市、信濃川下流水防連絡会

○実施工法

積み土のう工、改良積み土のう工、
月の輪工、

○ 令和最初の信濃川下流水防訓練は、三条市及び信濃川下流水防連絡会が主催となり、出水期を
迎え洪水時に迅速かつ正確な水防工法が遂行出来るよう、各市町水防団等により積み土のう工や月の
輪工、災害応急対策協定業者による排水ポンプ車、照明車、大型土のう積の実地訓練のほか、昨年に
続き水のうの展示も行いました。また、パネル・降雨体験車の展示を行い、一般の皆様にも災害に備え、
考える機会として頂きました。

北陸地方整備局、参加機関
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流域対策に関する取組（流域における被害軽減のため水害危険性周知の検討事例）

○新潟地方気象台では、流域雨量指数(洪水警報の危険度分布)を活用した水害危険性周知を検討。

気象台
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要配慮者利用施設や大規模公表等の自衛水防の推進に関する取組（避難確保計画の策定事例）

〇施設管理者への説明会の実施（H28）
★浸水情報や近隣避難所情報など計画作成に必要な情
報を添付し、策定依頼を実施（H30～）
〇市HPに計画の作成方法（計画ひな形及び見本等）を
掲載（H30～）
〇計画未策定施設だけでなく、新規施設や住所等の変更
があった施設へ計画策定依頼文書の送付を実施（R1～）

【計画作成依頼時に添付している資料】

〇施設所管課との定期的な担当者会議の開催（R1～）
〇計画策定状況や対象河川等のハザード情報を確認で
きる「新潟市災害時情報システム」の導入（H30～）

■対内的な支援（市の施設所管課への支援）

■対外的な支援（各施設への支援）

H30.3.31現在 R2.3.31現在

21.2％ 74.5％

【策定率の推移】

取組の効果

○平成２９年５月の水防法改正により、地域防災計画に記載される要配慮者利用施設においては避難
確保計画の作成及び計画による避難訓練が義務づけとなった。
○各市町村において、要配慮者利用施設の避難確保計画作成の支援を実施。

新潟市



排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施（排水訓練事例）
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出水時において、迅速かつ的確な樋門・排水機場の操作を行うため、三条地域振興局地域整備

部、国土交通省、三条市が連携して、樋門・排水機場の操作訓練を実施。

【実施概要】

・日 時：平成30年6月7日（木）8:30～16:40（7月6日に排水機場ポンプ作動再確認を実施）

・内 容：① 国管理の樋門操作訓練 （樋門操作は委託先の三条市）

② 県管理の排水機場の操作訓練（水位が低くポンプ作動は7/6に再確認）

③ 国による排水ポンプ車の訓練（貝喰川）

排水樋門稼働状況三条市による樋門の操作訓練状況 国による排水ポンプ車の訓練状況

○出水時において、被害を防ぐためには関係機関が連携し、樋門、排水機場等の施設を適切に操作す
る必要がある。連携して、連絡体制、操作確認等の訓練を行っている。

新潟県土木部


